	令和３年度管理建築士講習　受講案内（石川県）




　
管理建築士は、建築士として３年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習を修了した建築士でなければなりません。
　新たに管理建築士となるには、管理建築士講習を受講し修了証が発行された後でないと、管理建築士変更の手続き、新規建築士事務所登録の手続きが行えません。
　なお、修了証は受講月の翌月末頃発行されます。管理建築士の変更、新規建築士事務所登録をご検討中の方はご注意下さい。


１．受講申込書の配布　

ダウンロード配付	　（公財）建築技術教育普及センターホームページ(http://www.jaeic.or.jp/)から
　　　　　　　　　ダウンロードしてください。
　　

２．受講申込書の受付　
郵送受付
・宛　 先  （一社）石川県建築士事務所協会　9：30～16：00（土日.祝日は除く）
　　　　　　　　〒921-8036金沢市弥生2丁目1番23号　石川県建設総合センター5階
・受付期間令和２年４月１日（水）～ ６月１１日（金）及び定員になり次第締切
・郵送方法　簡易書留郵便にて送付してください。
	受付後、受講票と当日スケジュールを送付しますので宛先を明記の受講票返信用封筒を	作成のうえ、84円切手を貼って受講申込書に同封してください。
　　　　講義を動画視聴でする場合は添付の講義方式変更申請書も提出お願い致します。
　　　　なお、この場合でも修了考査は会場での受講となります。


３．受講手数料	　

	１６,５００円（テキスト代、消費税含む）
一旦納付された受講手数料は、当センターの責により講習を受けることができなかった場合を除き、返還されません。


４．講習日及び講習会場　　　　（9：15～17：00予定）

	県
	会場コード
	開　催　日
	会　場　名
	定　員

	石川
	３Ｃ－０１
	２０２１年６月３０日（水）
	石川県建設総合センター4階
　　　　　　４０３会議室
	１５名




５．問い合わせ先

一般社団法人　石川県建築士事務所協会
TEL　076-244-5152　　FAX　076-244-8472
公益財団法人　建築技術教育普及センター
TEL　03-6261-3310

